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在
外
公
館
が
配
置
す
る
美
術
品
に
つ
い
て
の
国
会
議
員
の
資
料
請
求
を
外
務
省
が
拒
否
し
た
事
案
に
関
す
る
再

質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
六
第
四
六
号
）
を
踏
ま
え
、
追
加
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
「
外
務
省
と
し
て
は
、
担
当
課
に
お
い
て
資
料
要
求
の
趣
旨
を
忖
度
し
て
御
指
摘
の
文
書

を
発
出
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
た
が
、
「
資
料
要
求
の
趣
旨
を
忖
度
し
て
」
と
は
、
具
体
的
に

何
を
意
味
す
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

二
〇
〇
六
年
九
月
以
降
、
全
て
の
日
本
国
在
外
公
館
に
お
か
れ
て
い
る
美
術
品
の
一
覧
表
に
つ
い
て
の
情
報
公
開
請
求
に

基
づ
き
、
資
料
を
開
示
し
た
こ
と
が
あ
る
か
。

三

二
の
事
実
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
国
会
議
員
の
資
料
要
求
を
拒
絶
し
、
情
報
公
開
請
求
に
応
じ
た
外
務
省
の
真
意
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

四

今
村
朗
外
務
省
大
臣
官
房
在
外
公
館
課
長
（
以
下
、
「
今
村
課
長
」
と
い
う
。
）
が
、
現
職
に
就
い
た
日
以
降
、
国
家
公

務
員
倫
理
法
に
基
づ
き
提
出
し
た
贈
与
等
報
告
書
の
件
数
と
贈
与
等
の
総
額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

「
今
村
課
長
」
が
在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
（
以
下
、
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）
に
勤
務
し
て
い
た
時
期
を
明
ら
か

一



に
さ
れ
た
い
。

六

「
今
村
課
長
」
が
「
大
使
館
」
に
勤
務
し
た
時
期
に
、
ロ
シ
ア
人
金
融
関
係
者
の
日
本
へ
の
招
聘
を
巡
る
不
手
際
に
つ
い

て
与
党
の
国
会
議
員
に
釈
明
す
る
た
め
に
、
用
務
帰
国
を
し
た
こ
と
が
あ
る
か
。
こ
の
際
、
「
今
村
課
長
」
は
国
会
議
員
に

対
し
て
、
文
書
を
提
出
し
た
か
。

右
質
問
す
る
。

二


